


序　　　　　文

　ボリビア共和国政府は、貧困削減、乳幼児死亡率、妊産婦死亡率の改善等国際目標（ミレミア

ム開発目標MDGs）の達成に向けて、ボリビア版貧困削減戦略（EBRP）を推進しています。保

健スポーツ省は、母子保険制度の拡大、保健セクターへの住民参加促進、地方自治体を基盤とし

た保健サービスと医療施設のネットワーク強化、健康推進を保健政策の優先課題にあげ、ユニ

バーサル母子保健法（SUMI）を2003年１月から実施し、５歳以下の乳幼児と妊産婦に基礎的医

療サービスを無償で提供することになりました。また、先行して実施された大衆参加法や地方

分権化法に倣い、地域保健委員会（DILOS）を各市の保健政策最高権力と位置づけ、保健政策・

保健プログラムの実権を地方自治体に移管することになりました。

　首都ラパス市では、母子に係る基本的医療サービスが無料となったにもかかわらず、妊娠や

出産時に医療機関を受診しないケースが全体の約 40％を占めるなど、母子保健に係る妊産婦死

亡や乳幼児死亡の保健指標は全国平均以下となっています。これらの状況を改善すべく、ボリ

ビア共和国政府は、ラパス市内で本来１次施設で診るべき患者が２次・３次医療施設へ集中す

る状況を改善し、母子が１次医療施設での公的医療サービスを安心して享受できるための、人材

トレーニングを主体とした技術協力を要請しました。

　これを受け、国際協力機構は2003年 12月に事前評価調査団を派遣し、2003年 12月 23日に現

地実施協議（ミニッツ署名）を行い「ラパス市母子保健に焦点を当てた地域保健ネットワーク

強化」プロジェクトが正式に開始されました。

　ここに、本調査にあたりご協力を賜りました関係各位に対しまして、深甚なる謝意を表すと

ともに、今後のプロジェクトの円滑な実施にあたり、関係各位の更なるご協力をお願いする次

第です。

　平成 16 年３月

独立行政法人 国際協力機構
医療協力部 次長　橋爪　章
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：2003 年 12 月 22 日　

担当部：医療協力部 医療協力第二課

案　件　名：ラパス市母子保健に焦点を当てた地域保健ネットワーク強化

対　象　国：ボリビア共和国 実施地域：ラパス市（首都）

実施予定期間：2004年１月～2005年 12月（合計２年間）

１．プロジェクト要請の背景

　ボリビア共和国（以下、「ボリビア」と記す）政府は、貧困削減、乳幼児死亡率、妊産婦死亡率

の改善等国際目標（ミレミアム開発目標MDGs）の達成に向けて、ボリビア版貧困削減戦略

（EBRP）を推進している。これを受けて保健スポーツ省は、母子保険制度の拡大、保健セクター

への住民参加促進、地方自治体を基本とした保健サービスと医療施設のネットワーク強化、健康

推進を保健政策の優先課題にあげている。具体的には基礎健康保険の拡大のため、ユニバーサ

ル母子保健法（SUMI）を2003年１月から実施し、そのなかで、５歳以下の乳幼児と妊産婦に基

礎的医療サービスを無償で提供することとなった。また、先行して実施された大衆参加法や地方

分権化法に倣い、地域保健委員会（DILOS）を各市の保健政策最高権力と位置づけ、保健政策・保

健プログラムの実権を地方自治体に移管することとなった。

　首都ラパス市は政府機関や国際機関が集まる中心都市であるにもかかわらず、母子保健に係

る妊産婦死亡率や乳幼児死亡率の保健指標はボリビア国平均を上回っており、母子が適切な保健

医療サービスを享受できていない実態や貧困の深刻さを反映している。ラパス市ではSUMI実施

で母子に関する基本的医療サービスが無料となったにもかかわらず、妊娠や出産時に医療機関

を受診しないケースが全体の約40％を占め、このことが出産や妊娠に関する死亡率を高めるひと

つの要因ともなっている。そして、市内各地区にある１次医療施設が地域住民の信頼を得ていな

いため、本来１次施設で診るべき患者が２次・３次医療施設へ集中する状況を改善し、母子が身

近な１次医療施設による公的医療サービスを安心して享受できる環境づくりが急務となっている。

そこで、ボリビア政府は我が国に対し、対象地域（ラパス市）における妊産婦及び乳幼児死亡率

を低減するため、それら状況の改善に係る技術協力を要請した。

２．相手国実施機関

プロジェクト監督機関：保健スポーツ省

プロジェクト実施機関：ラパス市、ラパス市DILOS、第１保健ネットワーク、第２保健ネッ

トワーク

３．プロジェクトの概要及び達成目標

（1）達成目標

1）　プロジェクト終了時の達成目標（プロジェクト目標）

［目　標］　ラパス市の第１及び第２保健ネットワークの１次レベル保健医療サービスが母

子保健分野を中心に改善される。

［指　標］　１．妊婦健診受診率

２．妊婦検診実施カバー率

３．乳幼児健診実施カバー率



４．施設内分娩総数のうち１次医療施設が占める割合

2）　協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）

［目　標］　ラパス市の母子の健康状態が改善される。

［指　標］　１．妊産婦死亡率

２．乳幼児死亡率

（2）成　果（アウトプット）と主な活動

上記目標達成のため、以下のような成果をめざした活動を行う。

［成　果］

１．ラパス市の第１及び第２保健ネットワークにおける母子に対するケアの質が向上する。

〔指標：世界保健機関（WHO）の出産に関する勧告に基づいたサービスの実践割合〕

２．パイロット保健センターにおける母子保健活動が住民参加の下強化される。

〔指標：利用者のサービス満足度、住民から提案された母子保健活動の伸び）

［活　動］

１－１　パイロット保健センターが、提供しているケアの質についての課題を認識する。

１－２　第１及び第２保健ネットワークにおいて妊娠・出産時（特に分娩第１期）のケアの

トレーニングを行う。

１－３　第１及び第２保健ネットワークにおいて新生児ケア・母乳育児支援についてのト

レーニングを行う。

１－４　実施されたトレーニングに対するモニタリング・評価フローを作成し、実施する。

１－５　実施されたモニタリング･評価に基づき、受講者に対する継続的なフォローを行え

る体制を整える。

１－６　第１及び第２保健ネットワーク内の１次医療施設が有する機材のインベントリーが

行われ、それらの使用が適正化される。

２－１　パイロット保健センターが、地域住民の健康状態とサービスの現状についての課

題を認識する。

２－２　パイロット保健センターが、担当地域の保健リソースを把握する。

２－３　パイロット保健センターが、女性と子供に関する地域保健集会を開く。

２－４　地域保健集会で提案された母子保健に関する活動を実現する。

２－５　パイロット保健センターが既存の健康教育教材を整理し、住民への啓発活動に用い

る。

２－６　地域保健集会及び住民参加活動に対するモニタリング・評価の仕方について、パイ

ロット保健センターが試行モデルを作成する。

２－７　試行モデルに基づいて実施したモニタリング・評価結果を、DILOS及び保健ネッ

トワークレベルで発表する。

２－８　パイロット保健センターが住民のニーズに基づいた年間計画（POA）を作成し、保

健ネットワークへ提出する。



（3）投　入（インプット）

1）　日本側

長期専門家派遣 （チーフアドバイザー、保健コーデイネーター 48M／M） 約6000万円

短期専門家派遣 （本邦及び第三国専門家　助産技術、地域保健行政、看護など 16M／M）

約1,600万円

研修員受入 （助産技術　４M／M） 約 840万円

機材供与 （教材作成用視聴覚機材、１次医療資機材等） 約500万円

現地業務費 （活動費、セミナー開催等） 約800万円

総　額 約9,740万円

2）　相手国側

カウンターパート（C／P）の配置（市保健局あるいはDILOSレベル、保健ネットワーク

レベル）

プロジェクト執務環境の提供

ローカルコスト負担（電気・光熱・水道等設備維持管理費、通信運搬費）

（4）実施体制

現地実施体制

プロジェクト実施にあたり、前年度の振り返り・年間実施計画の詳細決定等を目的とした「合

同調整委員会」（Joint Coordination Committee : JCC）及びそれを受けて実際にモデル地域（第

１・第２地域保健ネットワーク）において活動を実施する「実施委員会」（Implementation

Committee：IC）を設置する。

JCCはプロジェクトの円滑な推進、プロジェクト成果のインパクト・自立発展性を確保する

ために、戦略的なテーマに関する決定を下すとともに計画の大方針を策定する。

ICでは、開始当初に作成した活動計画（アクションプラン）に従い、活動を展開するなかで、

当初計画の修正や付加なども同委員会での協議を経つつ検討・実施される。

JCC及び ICの構成は以下のとおりである。

1）　JCC

議　長：保健スポーツ省保健次官

副議長：ラパス市長、プロジェクトチーフアドバイザー（JICA）

ボリビア側：

①　市DILOS長

②　県保健局（SEDES）局長

③　市保健局長

④　住民監視委員会代表

⑤　第１及び第２保健ネットワーク代表

⑥　ミラフローレス複合病院群委員会委員長

⑦　ラパス病院長

日本側：

①　JICAボリビア事務所長



②　プロジェクト専門家

2）　IC

議　長：DILOS長

副議長：SEDES局長、住民監視委員会代表、プロジェクトチーフアドバイザー（JICA）

ボリビア側：

①　市保健局長

②　市保健区システム課長

③　第１及び第２保健ネットワーク代表

④　ラパス病院長

⑤　第１及び第２保健ネットワーク医療施設長代表

⑥　パイロット施設長及び看護師長

日本側：

①　プロジェクト専門家

オブザーバー側：

①　保健スポーツ省関係者

②　ミラフローレス複合病院群委員会委員長

③　ラパス市内他の保健ネットワーク代表

④　ラパス病院関係者

⑤　CNS母子病院関係者

⑥　第１及び第２保健ネットワーク関係者

⑦　青年海外協力隊（JOCV）隊員

４．評価結果（実施決定理由）

　以下の視点からプロジェクトを評価した結果、協力を行うことは必要かつ妥当と判断される。

（1）妥当性：非常に高い。

1）　被援助国のニーズと妥当性

2002年６月に国際通貨基金（IMF）と世界銀行に正式に承認されたボリビア版EBRPに、

プライマリー・ヘルス・ケア（PHC）及び母体ケア推進が主要目標として盛り込まれてお

り、また2002年８月のサンチェス・デ・ロサダ政権発足後も地方分権を進める地方分権化

法、住民参加を促す大衆参加法、母子保険制度を拡大するSUMIが実施されるなど、保健

政策の優先課題として地方自治体レベルでの保健サービスの向上、保健ネットワーク強化、

住民参加推進があげられた。これらは、MDGsのうち母子保健改善に係る目標達成に強く

関係づけられており、妊産婦死亡率及び乳幼児死亡率の低減のために適切な医療サービ

スが地域レベルで享受できる環境づくりはボリビア政府及び（ラパス市役所含めた）地方

自治体にとって優先度の高い開発課題である。なお本プロジェクトは地方自治体の保健行

政（市保健局・DILOS）のシステム強化、母子保健の改善及び住民参加の促進を前提とし

たプロジェクトであり、その意味でもボリビア政府の開発課題に整合したものである。

2）　日本の援助事業としての妥当性

2002年に実施されたJICAのボリビア国別事業評価では、基本的な保健医療サービスの

強化と格差是正が戦略としてあげられ、これは本プロジェクトの基本指針と整合してい

る。また、深刻な２次・３次レベル医療施設への患者集中を改善し、各レベル医療施設



が本来的な機能を取り戻し、住民が適切な医療機関で適切な医療サービスを享受できる

状況をつくり出すことや、地方保健行政機能を強化すること等をあげたJICAボリビア事

務所の開発課題／協力プログラム「地域保健ネットワーク強化プログラム（PROFORSA）」

にも位置づけられている。さらに、１次レベル医療施設サービス改善、同時に１次レベル

からみた２次・３次レベルのサービス改善及び各レベル医療施設のネットワーク強化等、

総合的なアプローチの必要性を提案した2003年度ボリビア国別援助研究（国際協力総合研

修所）にも整合している。

3）　手段としての適切性（開発課題に対して効果をあげる戦略として適切か）

1990年代までの我が国のボリビアへの保健医療協力は２次・３次レベル保健医療サー

ビスの整備・強化を目的としたものが主流であった。このような我が国の取り組みは、疾

病ごとや医療レベルごとの個別イシューを対象としたものが多く、１次レベル保健医療協

力中心の他ドナーとの連携も十分とはいえなかったため、ボリビアにおける保健医療機

関の運営能力・行政能力強化に繋がらなかった経緯がある。また、１次保健医療サービス

への地域住民の信頼を高めることが、より適切かつ効率的な２次、３次レベル保健医療

サービスの提供に繋がることから、PROFORSAにおける１次レベル強化は戦略的アプ

ローチとしての妥当性が高い。あわせて、協力期間（２年間）及び規模（総額約１億円）

にかんがみ、市内５地区（＝保健ネットワーク）のうち、２つの保健ネットワークにおけ

る改善モデルづくりを狙うプロジェクトデザインは技術協力のアプローチとしての妥当性

が高い。

なお、本プロジェクトは地方分権化法、大衆参加法、SUMI等の国家戦略にのっとり、

地方自治体の既存リソース（各種医療施設等ハード面、保健委員会や母親会などのソフ

ト面）を活用して現地の人材のキャパシティ・ビルディングを行うものであり、市保健局

やDILOSの機能を強化する手段として適切と判断される。

（2）有効性：高い。

プロジェクト目標（「ラパス市の第１及び第２保健ネットワークにおける１次レベル保健

医療サービスが母子保健分野を中心に改善される」）の指標として、①妊婦健診受診率、②妊

婦検診実施カバー率、③乳幼児健診実施カバー率、④施設内分娩総数のうち１次医療施設が

占める割合を設定している。その達成のためには、医療サービス供給者側におけるケアの

質が向上すること（成果１）及び、利用者である住民参加の下に地域保健サービスが強化さ

れること（成果２）により、地域住民から信頼されかつ利用される１次医療施設の増加が必

要である。そして、そのようなサービス提供者側の質向上と利用者側の満足度／参加度の向

上を図る指標として、「WHOの出産に関する勧告に基づいたサービスの実践割合」（成果１）

と「利用者のサービス満足度、住民から提案された母子保健活動の伸び」（成果２）が設定さ

れている点は、適切と判断される。

（3）効率性：非常に高い。

本プロジェクトの対象地域は首都ラパス市内の２つの保健ネットワーク（保健区）であり、

それぞれ、17万 2,272人（第１保健ネットワーク）、19万 1,085人（第２保健ネットワーク）

が居住している。このうち、公的医療サービスの対象者は社会保険等各種保険を有しない貧



困住民（世帯）であり、住民の約４割にあたる15万人に達する。本プロジェクトの直接／間

接裨益対象者は、これら15万人であり、プロジェクト総額（約1億円）にかんがみ費用対効

果は非常に高いといえる。また、本プロジェクトにおいては、大型医療機材や施設建設な

どの投入を行わず、社会的・文化的に近似性のある日系ブラジル人第三国短期専門家投入

や、同地域で活動するJOCVとの連携を強化していくことで、さらに効率性が高まると判断

される。

（4）インパクト：高い。

1）　上位目標の達成見込み

本プロジェクトの上位目標は「ラパス市の母子の健康状態が改善される」で、指標とし

て「妊産婦死亡率」及び「乳幼児死亡率」の低減（602／10万→542／10万、86/1,000→

77/1,000）を設定している。対ボリビアPROFORSAのひとつとして位置づけられる本プロ

ジェクトでは、協力コンセプトとしてPROFORSAでも使用している「4C（Calidad：質、

Calidez：温かさ、 Confianza：信頼、 Colaboración：協力）の推進」を掲げている。プロジェ

クトを通じて、１次医療サービスにおける医療従事者の接遇向上、母子保健を中心とした

ケア向上、住民と医療従事者の信頼関係構築のモデルを提示し、並行してプログラムア

プローチの活用（現地国内研修、JOCV、他プロジェクト等との連携、4Cスローガンの普

及など）と組み合わせることで、上位目標の達成見込みは高いと思われる。

2）　正のインパクトの見込み

行政機関、各種メディア及び他ドナーの集中する首都ラパス市において、医療従事者

と住民の横の関係、県～市～保健ネットワーク～地域住民の縦の関係が相互に連携強化

されることで、住民参加型地域保健行政のグッドモデルとして他の自治体（特にコチャバ

ンバ、サンタクルス、スクレ等拠点都市）へも波及効果をもたらすことが期待できる。た

だし、正のインパクトを高めるためにも、①プログラムアプローチの活用、②積極的な他

ドナー・大学・NGO等ローカルリソースとの連携強化、③各種広報メディアやセミナー参

加を通じた協力成果の紹介などの取り組みが必要である。

（5）自立発展性：高い。

ボリビア政府は、地方分権化法、住民参加を促す大衆参加法、母子保険制度を拡大する

SUMIを導入するなど、地方自治体レベルでの保健サービスの向上及び住民参加の促進を掲

げている。具体的には、予算の確保と執行を市レベルで可能とすることで、市を中心とした

行政決定権の強化を図っている。本プロジェクトは地方自治体の保健行政（市保健局・

DILOS）の計画立案能力の強化、１次医療施設におけるサービス改善及び保健活動への住民

参加の促進を柱としたプロジェクトであり、ボリビア政府が進める行政機能の地方分権化に

即したデザインになっている。また、プロジェクトでは、社会的、文化的な類似性を有する

ブラジル日系人第三国専門家の効果的活用や、１次レベル医療施設に求められる妊産婦の健

康増進、EBMに基づく助産技術の指導を通じて、ラパス市に適応したモデルをともに構築す

る。

これらのことから、本プロジェクト終了後もラパス市において1次レベル保健サービスの

改善が自立的に発展することが期待できる。なお、市保健局には一定の予算が割り当てら



れているため財政的な自立発展性は高いが、人事権が県保健局に属しているため、既存の

人材で効率的な活動が実施できるための環境整備や、県保健局の積極的な巻き込みを図り、

キャパシティ・ビルディングをめざしていく課題は残っている。

５．外部要因リスク（外部条件）

　ボリビア政府による母子保健分野に対する大幅な政策変更が行われない。

　地域保健行政システム〔DILOS-保健ネットワーク（Red）〕が大きく変更されない。

６．今後の評価計画

（1）今後の評価に使う指標

プロジェクト開始時点では下記のような指標が設定されたが、プロジェクト目標の達成

度を測る対象（指標の種類）のみが決定されており、達成時期や達成レベルは確定していな

い。今後のプロジェクト活動のなかでより詳細かつ具体的な指標を早期に設定し、活動の

モニタリングを行う必要がある。

〈プロジェクト目標の指標〉

１．妊婦健診受診率

２．妊婦検診実施カバー率

３．乳幼児健診実施カバー率

４．施設内分娩総数のうち１次医療施設が占める割合

（2）評価スケジュール

終了時評価（2005年８～９月ごろ）を予定
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分　野

団　長：総括／母子保健対策

団　員：保健協力計画

氏　名

藤原　美幸

坪井　　創

所　　属

独立行政法人 国際協力機構 医療協力部

医療協力第二課 職員

１．調査団派遣の背景及び目的

　ラパス市はボリビア共和国（以下、「ボリビア」と記す）の首都であり、政府機関や国際機関

が集まる中心都市であるにもかかわらず、新生児死亡率や乳幼児死亡率などはボリビア平均を

上回っており、住民の大部分が住む地域の貧困の深刻さを反映している。政府は、「ユニバーサ

ル母子保健（SUMI）」の導入に伴い、５歳以下の乳幼児と妊産婦に対する医療サービスを無償で

提供するとしているが、妊娠や出産時に医療機関を受診しないケースが全体の約 40％を占め、

このことが出産や妊娠に関する死亡率を高めるひとつの要因ともなっている。

　本プロジェクトの対象地域は、ラパス市にあり23万人以上が居住するにもかかわらず第２次レ

ベル医療機関が存在しない第１保健ネットワーク（Red １）、20 万 5,000 人が居住し市内唯一の

第２次レベル医療施設が存在する第２保健ネットワーク（Red ２）であるが、対象地域における

妊産婦及び乳幼児死亡率を低減するため、ボリビア政府は我が国に対し、母子保健に焦点を当て

た医療ネットワーク構築にかかる技術協力を要請した。

　これを踏まえ、同国の地域保健ネットワーク強化を支援するためにはどのような協力方法、内

容が最も適切であるかを具体的に検討及び評価することを目的として、国際協力機構は、2003年

12 月４～ 21 日にかけて、藤原 美幸氏を団長とする事前評価調査団を派遣した。

２．調査団の構成
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３．調査日程

月　日

12月 ４日

12月 ５日

12月 ６日

12月 ７日

12月 ８日

12月 ９日

12月 10日

12月 11日

12月 12日

12月 13日

12月 14日

12月 15日

12月 16日

12月 17日

12月 18日

12月 19日

12月 20日

12月 21日

曜日

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

日　　程

成田空港発

12：35　ラパス着

13：30　ホテルチェックイン

15：30　JICAボリビア事務所表敬訪問

16：30　在ボリビア日本大使館表敬訪問

10：00　団内ミーティング、資料整理

調査準備、資料収集

10：00　ラパス市庁表敬訪問

11：00　保健スポーツ省表敬訪問

14：30　プロジェクトレベルミーティング

９：00　第１保健ネットワーク視察

14：30　ワークショップ準備

９：00　第２保健ネットワーク視察

14：30　ワークショップ準備

９：00　プロジェクトレベルミーティング

14：30　ワークショップ準備

９：00　ワークショップ地域保健委員会（DILOS）メンバー

14：30　プロジェクトレベルミーティング

10：00　ミーティング

資料整理、ミニッツ案作成

９：00　ワークショップ第１･第２保健ネットワーク代表

14：30　プロジェクトレベルミーティング

９：00　プロジェクトレベルミーティング

13：00　ワークショップ保健センターレベル

16：00　プロジェクトレベルミーティング

９：00　国連人口活動基金（UNFPA）表敬訪問

10：30　国連児童基金（UNICEF）表敬訪問

15：00　ミニッツ署名

16：30　JICAボリビア事務所報告

９：00　在ボリビア日本大使館報告

13：30　ラパス発

サンパウロ着、JICAサンパウロ事務所ミーティング

サンパウロ発

（機中移動）

成田空港着
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４．主要面談者リスト

氏　　名 所　　属 肩　　書

ラパス市役所

フアン・デル・グラナド

エドガー・トーレス

イグナシオ・カバリェロ

フランツ・タマヨ

ロクサナ・エスコバル

ラパス市役所

ラパス市役所

ラパス市保健局

ラパス市保健局

ラパス市保健局

ラパス市長

DILOS長

保健局長

保健システム課長

保健システム担当

１

２

３

４

５

ラパス県

エリック・マチカド

ジョニー・モリネド

ニコラス・ケンタ

ラパス県保健局

ラパス県保健局

ラパス県庁

県保健局長

事務局長

ラパス県知事

６

７

８

その他

オスカー・ラライン

マリア・エウヘニア・フラド

へクトル・アルセ・イバニェス

保健スポーツ省

VIPFE

住民監視委員会

副大臣

融資担当アナリスト

代　表

９

10

11

第１保健ネットワーク

フアン・デ・ディオス・サンチェス

ロナルド・トゥフィニョ

エリザベス・テラサス

ハイメ・グティエレス

アルヴィン・ヴァレンシア

ヘマ・チュキミア

アンヘル・サーベドラ

ビセンタ・モロコ

グラディス・A.・フェルナンデス

オルガ・バルガス・モンタニョ

シルヴィア・メンドサ・ルイス

フリオ・セサール・ロリャノ

ロヘル・モンテシノス

ハビエル・二ナ

アデラ・カリェハス

フアン・デ・ディオス・コロンバ

マルタ・バルガス

第１保健ネットワーク代表部

第１保健ネットワーク代表部

第１保健ネットワーク代表部

第１保健ネットワーク代表部

第１保健ネットワーク代表部

第１保健ネットワーク代表部

テンブラデラニ母子保健センター

テンブラデラニ母子保健センター

テンブラデラニ母子保健センター

テンブラデラニ母子保健センター

テンブラデラニ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

ビリャヌエバポトシ母子保健センター

第１保健ネットワーク代表

人事担当責任者

行政担当責任者

統計担当責任者

疫学担当責任者

看護担当責任者

センター長

看護師長

看護師

准看護師

医　師

センター長

内科医師

准看護師

看護師長

小児科医師

歯科医師

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

第２保健ネットワーク

ロズマリー・ユパンキ

エウヘニア・マイタ

シルヴィア・カレアガ

第２保健ネットワーク代表部

第２保健ネットワーク代表部

第２保健ネットワーク代表部

第２保健ネットワーク代表

疫学担当責任者

統計担当責任者

29

30

31
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氏　　名 所　　属 肩　　書

JICAボリビア事務所

ヒル・バプティスタ

エリザベス・バルデラマ

ノラ・マグネ

レイラ・カリェガス

エマ・モギネド

ホルへ・トロ

ヘルマン・サンブラナ・ニエト

ベルナルド・ロハス

ルクレシア・コパ・ママニ

アベル・メルガレホ・トゥルヒリョ

ベンハミン・クシ・クティ

ラポルタダ母子保健センター

ラポルタダ母子保健センター

ラポルタダ母子保健センター

ラポルタダ母子保健センター

ラポルタダ母子保健センター

エルテハール母子保健センター

エルテハール母子保健センター

エルテハール母子保健センター

エルテハール母子保健センター

エルテハール母子保健センター

エルテハール母子保健センター

センター長

看護師長

准看護師

婦人科医師

歯科医師

病院管理

内科医師

准看護師

看護師

産婦人科医師

内科医師

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ラパス病院

テオフィロ・オバンド

フランツ・ユガール

ヘスス・モンテリャノ

ラパス病院

ラパス病院

ラパス病院

病院管理

小児科医師

婦人科医師

43

44

45

永井　和夫

佐藤　真司

カルロス・オモヤ

ギド・モナステリオ

吉永　めぐみ

中野　敦彦

佐々木　律子

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

JICAボリビア事務所

所　長

所　員

技術協力担当職員

在外専門調整員

青年海外協力隊調整員

青年海外協力隊調整員

健康管理員

46

47

48

49

50

51

52

在ボリビア日本大使館

山本　哲史

小野　孝幸

在ボリビア日本大使館

在ボリビア日本大使館

参事官

書記官

53

54

UNFPA

イヴァン・プルデンシオ UNFPAボリビア事務所 次　長55

UNICEF

ミリアン・ロペス UNICEFボリビア事務所 保健担当56
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５．調査項目

　2003年４～７月に派遣された母子保健短期専門家（田中 幸恵氏）による対象地域の現地調査

を基にしたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）案及び活動計画（PO）案の報告を

踏まえ、それらの精緻化を行った。それら協力計画の実施妥当性及び可能性については、

DILOS、ラパス市保健局、第１、第２保健ネットワークとの協議を通じ、確認・作成を行った。

協議を通じて確認された事項及び調査団として行う提言はミニッツ（M／M）として取りまとめ、

署名を行った（付属資料１．及び２．参照）。また、本プロジェクトにはブラジル日系第三国専

門家の投入が予定されているため、帰路にサンパウロにて関係者（JICAサンパウロ支所、SBPN

日系人研究者協会）との協議を行い、派遣方針並びに協力計画の具体化を検討した。

　なお、本調査終了後の調査結果及び諸提言に基づいて、調査団帰国後にボリビア事務所主導

でプロジェクト実施に関するM／Mを署名する予定である。

６．調査結果総括

　１２月５～17日にかけて行った、ボリビア側関係者及びJICA現地事務所関係者との協議、プ

ロジェクトサイト訪問、プロジェクトデザインのための課題抽出を目的にしたワークショップ

など通じ、結果をM／Mにまとめボリビア側と合意した（付属資料１．及び２．）。合意事項は

同M／Mに記載のとおりであるが、以下に今後の留意事項等を提言する。

（1）プロジェクト活動の環境整備について

　　DILOS ラパスの長をはじめ、ラパス側カウンターパート（C／ P）配置はほぼ完了し、プロ

ジェクトの年間実施計画などを決定する「合同調整委員会（JCC）」及びモデル地区活動を実施

する「実施委員会（IC）」の構成案も合意した。しかし、プロジェクトオフィスが市保健局内

に準備されたものの、執務環境が十分に整備されているとはいえない状況にある。2004 年

３月までに、執務環境整備のための事務機材や秘書等人的補強の配置計画書がラパス市より

提出される旨回答を受けたが、JICA ボリビア事務所による本件フォローアップが必要であ

る。なお、プロジェクトサイトとなる第１及び第２保健ネットワーク代表部オフィスでは、簡

単な執務スペースが準備されていることを確認した。

（2）プロジェクトサイトについて

　　ラパス市第１及び第２保健ネットワーク代表部共に、本年４月から徐々にプロジェクト開

始に向け準備しており、特に、第２保健ネットワークでは、妊産婦死亡の症例検討委員会も設

置されていた。一方、第１保健ネットワークでは活動の中核となるテンブラデラーニ母子保

健センターの改築工事着工が大幅に遅れ来年からとなっていた。同エリアでの活動はセンター

の稼働に大きくかかわっており、早期の完工・開院に向け引き続き JICA ボリビア事務所から

のフォローも必要であろう。第１及び第２保健ネットワークでは、各保健センター職員のみ

ならず地区婦人会・隣組のリーダーに至るまで、プロジェクトの受入体制ができており、プロ

ジェクト活動の大きな支えになると思われた。

（3）他スキーム及びプロジェクトとの連携

　　当該プロジェクトでは、１次レベルにおける保健・医療施設において「人間味のあるやさし

いケア」を提供できるために、「ケアの質の向上」をめざした人材育成と、既に供与した機材
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の適切な利用（超音波診断装置の画像分析を含む）のための研修・トレーニングが重要な主

コンポーネントとなる。ただし、協力の制約条件（時間、コスト、マンパワーなど）から、プ

ロジェクトのカバー領域を超えるテーマに関する研修・トレーニングについては、実施中の

現地国内研修の活用や、実施中の他案件（サンタクルス県地域保健ネットワーク強化プロジェ

クト）との連携などが必要であろう。

（4）第三国専門家（日系ブラジル人専門家）について

　　このプロジェクトには第三国専門家が投入されているが、プロジェクトデザインが確定す

る前段階での人選であったことから、業務調整や活動内容検討において混乱がみられる。今

年度末には３名の投入が予定されているが、JICAボリビア事務所においては、早急に活動内

容から判断した投入の是非、投入時期、活動領域、人数などについて、プロジェクトチームの

意見を踏まえて、医療協力部及び JICA サンパウロ支所と緊密に連携しながら、効果的な投入

を検討すべきである。



付　属　資　料

１．事前評価調査ミニッツ（スペイン語）

２．事前評価調査ミニッツ（和訳）

３．実施協議ミニッツ（スペイン語）

４．実施協議ミニッツ（和訳）

５．事前評価調査団会議録

６．短期専門家（母子保健）報告書
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